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第１回地区別懇談会「地区の良いところを教えてください」 

平成 13年 2月 22日（釜石市民文化会館3階和室） 参加者26人 

 

第２回地区別懇談会「地区の良くないところを教えてください」 

平成 13年 4月 26日（釜石市民文化会館3階和室） 参加者25人 

 

第３回地区別懇談会「地区の目標像を考えてみましょう」 

平成 13年 6月７日（釜石市民文化会館3階和室） 参加者18人 

6月 21日（シープラザ釜石アイデアフロア） 参加者21人

 

○参加者延べ人数 90人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈ワークショップの様子〉 

 

 
 

第１回地区別懇談会 
第２回地区別懇談会 

第３回地区別懇談会 
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第１回地区別懇談会「地区の良いところを教えてください」 

平成 13年 2月 23日（甲子公民館） 参加者16人 

 

第２回地区別懇談会「地区の良くないところを教えてください」 

平成 13年 4月 19日（野田集会所） 参加者14人 

 

第３回地区別懇談会「地区の目標像を考えてみましょう」 

平成 13年 6月 13日（野田集会所） 参加者16人 

 

○参加者延べ人数 46人 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈ワークショップの様子〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

第１回地区別懇談会 

第２回地区別懇談会 

第３回地区別懇談会 
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第１回地区別懇談会「地区の良いところを教えてください」 

平成 13年 2月 20日（生活改善センター） 参加者17人 

 

第２回地区別懇談会「地区の良くないところを教えてください」 

平成 13年 4月 19日（生活改善センター） 参加者18人 

 

第３回地区別懇談会「地区の目標像を考えてみましょう」 

平成 13年 6月 14日（生活改善センター） 参加者14人 

 

○参加者延べ人数 49人 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈ワークショップの様子〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

第１回地区別懇談会 

第２回地区別懇談会 

第３回地区別懇談会 



114 



115 



116 



117 

第１回地区別懇談会「地区の良いところを教えてください」 

平成 13年 2月 22日（釜石･大槌地域産業育成センター）参加者17人

 

第２回地区別懇談会「地区の良くないところを教えてください」 

平成 13年 4月 26日（釜石･大槌地域産業育成センター）参加者14人

 

第３回地区別懇談会「地区の目標像を考えてみましょう」 

平成 13年 6月７日（釜石･大槌地域産業育成センター）参加者13人 

 

○参加者延べ人数 44人 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈ワークショップの様子〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

第１回地区別懇談会 

第２回地区別懇談会 

第３回地区別懇談会 
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 都市計画マスタープラン策定の経過（平成11年度～平成 14年） 

 

 

年 庁   内 市  民 審 議 会 
平

成

11
年

度 

○釜石市都市計画マスタープラン

調整委員会（以下調整委員会） 
[11/24] 
○釜石市都市計画マスタープラン

立案会議（以下立案会議） 
[12/21] 
 

○高校生ワークショップ 
[3/30] 

○釜石市都市計画審議会

（以下審議会） 
[11/29] 

平

成

12
年

度 

○調整委員会[11/2] 
○釜石市都市計画マスタープラン

作業班会議（以下作業班会議） 
 [12/25] 
○作業班会議 [1/24] 
 

○まちかどウォッチング 
[6/30] 
○市民ワークショップ 

全体説明会 [2/8] 
○第１回市民ワークショップ

（市内４地区）[2/20～2/26] 
 

○審議会 [2/14] 

平

成

13
年

度 

○調整委員会 [4/19] 
○作業班会議 [5/15] 
○作業班会議 [9/13] 
○作業班会議 [9/20] 
○立案会議 [12/20] 
 

○第２回市民ワークショップ

（市内４地区）[4/18～4/26] 
○第３回市民ワークショップ

（市内４地区）[6/7～6/14] 
○第４回市民ワークショップ

（釜石東地区）[6/21] 
○まちづくり講演会・市民ワ

ークショップ全体発表会 
[7/15] 
 

○審議会 [5/22] 

平

成

14
年

度 

○調整委員会 [5/31] 
○政策会議 [6/24] 
○政策会議 [7/1] 
○釜石市都市計画マスタープラン

調整会議 [9/2] 
○政策会議 [9/9] 
 

○市民ワークショップ 
代表者懇談会 [6/7] 

○審議会[10/9] 
○審議会[10/31] 
○審議会[11/22] 
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釜都発第１０７号

平成 14年 10月 31日
釜石市都市計画審議会長 殿 

釜石市長 小 野 信 一   

 
釜石市都市計画マスタープラン（案）に関する諮問について 

 釜石市都市計画マスタープランを策定にするにあたり、別添「釜石市都市計画マスタープラン

（案）」について、釜石市都市計画審議会条例（昭和 45 年釜石市条例第５号）第２条第３号の
規定により、貴審議会の意見を求めます。 

平成 14年 11月 22日
釜石市長 小 野 信 一 殿 

釜石市都市計画審議会長 松 山 美 一

 
釜石市都市計画マスタープラン（案）について（答申） 

 当審議会に諮問のありました「釜石市都市計画マスタープラン（案）」について、慎重に審議

を重ねた結果、その内容は妥当であると認め答申します。 

平成 14年 11月 22日
釜石市長 小 野 信 一 殿 

釜石市都市計画審議会長 松 山 美 一

 
釜石市のまちづくりに関する意見書 

 釜石市のまちづくりにあたっては、下記事項について特に配慮されるよう要望します。 
記 

１ 釜石市は、今後も岩手県沿岸部の拠点都市としての役割を担うことから道路交通網の整備に

引き続き努力されたい。 
２ 釜石市のまちづくりの整備実施にあたっては、周辺の景観、環境に配慮したものとされたい。

３ 民間活力の導入も視野に入れた、中心市街地の活性化を図られたい。 
４ 低未利用地の利活用については、市民の大きな関心事であることから、地権者等の協力を得

て対応を図られたい。 
５ 災害に強いまちづくりの施策の展開を図られたい。 

＜釜石市都市計画マスタープラン（案）諮問＞ 

＜釜石市都市計画マスタープランについて（答申）＞ 

＜釜石市のまちづくりに関する意見書＞ 
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釜石市都市計画審議会条例  
 

昭和 4 5 年 3 月 2 6 日  
条例第 5 号  

(設置 )  
第 1 条  都市計画法（昭和 43 年法律第 10 0 号）第 77 条の 2 の規定に
基づき、都市計画行政の円滑な運営を図るため、釜石市都市計画審議

会 (以下「審議会」という。 )を置く。  
(所掌事務 )  
第 2 条  審 議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査
審議する。  
( 1 ) 本 市 が 定 める都市計画に関すること。  
( 2 ) 都 市 計 画 について本市が提出する意見に関すること。  
( 3 ) そ の 他 市 長が都市計画上必要と認める事項に関すること。  
(組織 )  
第 3 条  審議会は、委員 12 人をもって組織し、次に掲げる者について、
市長が任命する。  
( 1 ) 学 識 経 験 者  2 人  
( 2 ) 市 議 会 の 議員  5 人  
( 3 ) 関 係 行 政 機関及び市民団体  5 人  
(任期 )  
第 4 条  委員の任期は、2 年とする。ただし再任を妨げないものとする。  
2 委 員に欠員を生じた場合は、前条の各々について補充し、その任期
は、前任者の残任期間とする。  
(臨時委員 )  
第 5 条  審 議会において、特別の事項を調査審議させるため必要があ
るときは、臨時委員若干人を置くことができる。  

2 臨 時 委 員 は、市長が任命するものとする。  
3 臨 時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは解
任されるものとする。  
(専門委員 )  
第 5 条の 2 審 議会において、専門の事項を調査させるため必要がある
ときは、専門委員若干人を置くことができる。  

2 専 門 委 員 は、市長が任命するものとする。  
3 専 門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任さ
れるものとする。  
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(会長及び副会長 )  
第 6 条  審 議 会 に会長及び副会長各 1 人を置く。  
2 会 長は、学識経験者のうちから、委員の互選により定めるものとす
る。  

3 会 長 は 、 会務を総理し、会議の議長となる。  
4 副 会 長 は 、委員の互選により定めるものとする。  
5 副 会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けた
ときは、その職務を代理する。  
(会議 )  
第 7 条  審 議 会 は、市長が招集する。  
2 審 議 会は、委員 (臨時委員を含む。 )の半数以上が出席しなければ、
会議を開くことができない。  

3 審 議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数の
場合は、議長の決するところによる。  
(庶務 )  
第 8 条  審 議 会 の庶務は、建設部都市計画課において処理する。  

(補則 )  
第 9 条  こ の条例に定めるもののほか運営に関し、必要な事項は別に
市長が定める。  
附  則  

1 こ の 条 例 は、公布の日から施行する。  
2 こ の条例施行後、初めに委嘱または任命される委員の任期は、第 3
条第 1 項の規定にかかわらず、昭和 4 6 年 8 月 3 1 日までとする。  
附  則 (昭和 6 3 年 1 月 2 0 日条例第 1 号 )  

この条例は、昭和 6 3 年 2 月 1 日から施行する。  
附  則 (平成 6 年 3 月 1 8 日条例第 3 号抄 )  

(施行期日 )  
1 こ の 条 例 は、平成 6 年 4 月 1 日から施行する。  
附  則 (平成 1 2 年 3 月 1 4 日条例第 4 号 )  

この条例は、平成 1 2 年 4 月 1 日から施行する。  
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＜釜石市都市計画審議会委員名簿＞ 
 

 （平成 14年４月１日現在） 

区 分 氏   名 所 属 等 備 考 

会 長 松 山 美 一 岩手県建築士会釜石支部長 学識経験者 

副会長 佐々木 傳十郎 釜石市商工会議所会頭 関係行政機関 

野 田 卯太郎 社会福祉法人清風会事務局長 学識経験者 

小笠原 文 一 釜石市農業委員会会長 関係行政機関 

米 沢 義 弘 釜 石 警 察 署 長 関係行政機関 

佐 藤 文 夫 釜石振興局土木部長 関係行政機関 

白 金 英 美 デ ザ イ ナ ー 市  民 

藤 井 修 一 市 議 会 議 員  

両 川 敏 之 市 議 会 議 員  

菅 原 規 夫 市 議 会 議 員  

岩 間 勘 二 市 議 会 議 員  

委 員 

赤 崎 光 男 市 議 会 議 員  
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